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＜今回の相談事例＞ 

スマホ画面に表示された広告に「簡単なアンケートに答えると 11万円の

最新スマートフォンが 100円で購入できる」と書いてあった。アンケー

トに答えて名前、メールアドレス、親のクレジットカードの番号等を入力

した。すぐにメールが届いたが、何らかの有料サイトに登録されたという

ようなことが書いてあった。気づかないうちに有料サービスの申し込みを

してしまったようだ。                （10代男性）                                                                                                                           

                                                  

【アドバイス】 

●意図しない有料サービス登録についての相談が増えています。 

格安で最新のスマホが購入できるという広告の表示をみて、クレジットカ

ード情報を入力したところ、別の有料サービスの申し込みになっていたと

いう相談が寄せられています。今回のような事例の場合、手順途中に「キ

ャンペーンに参加する権利」「有料サービスの契約」などの記載がありま

す。個人情報を入力する前に利用規約等の内容をしっかり確認しましょう。 

●簡単に個人情報を入力しないようにしましょう。 
簡単に個人情報、特に保護者のクレジットカード情報を無断で入力しては

いけません。どうしてもカード情報を記入する必要がある時は、必ず保護

者に相談するなど、家庭内でのルールを決めましょう。意図しない契約と

なってしまった場合は、保護者の方から、カード会社に連絡してもらうよ

うにしましょう。 

●迷った時や困った時は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。 

ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 
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